
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号

自
動
車
抵
当
法
施
行
法
　
抄

第
七
条
　
法
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
質
権
で
法
第
二
条
の
自
動
車
を
目
的
と
す
る
も
の
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
自
動
車
登
録
原
簿
に
そ
の
旨
の
登
録
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
効
力
を
有
す
る
質
権
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
抵
当
権
に
優
先
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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